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  地域の持続可能性に関する研究のための
予備的考察 

 米　田　公　則 

 はじめに 

 　本論文は地域の持続可能性をめぐる研究のため
の予備的考察である。2015年増田寛也のいわゆ
る「地方消滅」論が日本全国に衝撃を与えた。日
本社会が人口減少に伴う縮小化に向かいつつある
ことは多くの人の認知するところであり、地域社
会学の領域でも長く「縮小社会」がテーマとして
論じられてきた  1） 。しかし「地方消滅」論は、具
体的な数値による市町村の縮小化を明らかにし、
しかも一定の数値以下の市町村を「消滅可能性・
市町村」と規定したことによって、全国の地方行
政・まちづくりに関わる人を中心にその現実を直
視させることとなったのである。これ以降、今流
行りのサスティナビリティを地域社会に当てはめ
た「地域の持続可能性」をテーマにした書籍や論
文が多数出されることとなる。 

 　しかしながら、これらの研究の多くは「地域の
持続可能性はいかに可能か」というテーマを正面
に据えたものとなっていないものが多くある。本
研究は、このテーマを探究するための予備的考察
を行うものである。 

 　本論文は初めに日本全国に衝撃を与えた「地方
消滅」論から導き出されている対応策の批判的検
討を行い、その後「地域の持続可能性」を考える
ための検討課題を明らかにしたい。 

１ ． 地方消滅 論は、日本消滅 論？ 

 　2015年増田レポートによる「地方消滅」論が
大きな衝撃を与えた第一の理由は、人口統計に基
づいて「消滅可能性都市」を明示にした点にある。
数字によって、地域の人口減少の実態が明確にさ
れたインパクトは大変大きい。 

 　この「地方消滅」論に対しては、様々な反論が
出ている。その代表的なものは「消滅可能性」の
根拠である。何をもって「消滅」というのか、そ
して「消滅可能性」というのかがそもそも不明確
なのである。よって、どの基準も明確ではない。
極端な話をするならば、日本全体が人口減少局面
にあるわけだから、日本全体についても消滅可能
性にあるということになる。 

 　もちろん「地方消滅」論批判者の主張が妥当で
あるかどうかも問題ではある。金子勇はその著書
の中で個別事例に基づいた「地方消滅」論批判で
は対抗できないことを論じ、その限界と課題とし
て、第一に後継ぎ世代のいない高齢者の増加、第
二に非婚者の増加の課題に対応せざるを得ず、な
ぜ東京に人口が集中するのかについてのきめ細か
い議論が不足し、家族論が欠如しているとの、妥
当な指摘を行っている  2） 。 

 　しかしながら増田レポートの対応策では消滅可
能性を回避できるかは疑問がある。「地方消滅」
論の対策では、「若者に魅力ある地域拠点都市」
形成によって、東京圏への人口流出を止めるダム
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機能とし、そこに「新たな集積構造」を構築する
というものである  3） 。しかし、ここでの「地域拠
点都市」はどの程度の範域を想定しているのか明
確ではない。当時すでに総務省が2008年「定住
自立圏」構想の研究会を立ち上げ、その後2010

年に民主党政権下で閣議決定されていた。「定住
自立圏」構想は、地方圏から三大都市圏への人口
流出を止め、地方圏への人の流れを創出するもの
として期待されている。しかしながら、人口増に
つながるという保証はない。増田レポートは人口
問題に対してはほとんど具体的な解決策を持って
いない。 

 　枝廣淳子は、京都大学と日立が共同したAIシ
ミュレーションによる日本の未来シナリオについ
て触れているが、そこでは大きく「都市集中シナ
リオ」と「地方分散シナリオ」の二つの流れがあ
り、「都市集中シナリオ」では、出生率低下、格
差拡大、健康寿命、幸福感の低下が、「地方分散
シナリオ」より、顕著であるという  4） 。この「地
方分散シナリオ」が、増田レポートで言う「若者
に魅力ある地域拠点都市」形成と合致しているの
かどうか不明であるが、東京一極集中の是正が必
要なことには変わりない。しかし、それだけでは
人口減少は止められる保証はない。 

 　大西隆は「条件不利地域を発火点にして、地方
圏全体に、さらには大都市圏へも広がっている人
口減少、地域社会の経済的疲弊や社会的沈滞に対
して、より根本的な活性化策はどうあるべきかと
いう根本論に立ち返って議論を興し、より抜本的
な制度改善を導くことが必要な時期に来ている」
と述べ、これまでの全国総合開発計画で位置づけ
られていた地方圏振興について、国土形成計画法
へと法改正されて以降、「国土形成計画や広域地
方計画は作成されたものの、地方振興をどのよう
に進めるのかについての新たな合意や制度の再構
築といった動きが希薄になっているので、制度体
系の総点検を含む再構築が希求されている」と述
べている  5） 。 

 　政府は内閣府に地方創生推進事務局を置き、
2014年「まち・ひと・しごと創成法」を成立させ、
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」として、
2020年から第二期の戦略が進められている。上
記の叙述は2011年であるので、「地方創生」そし
て「地方版総合戦略」は、この回答ということで
あろう。 

 　この「地方創生」は、これまでの地域政策の反
省の上に立って施策立案されている。木村俊文ら
は次のようにその点をまとめている  6） 。 

 ①　府省庁・制度の「縦割り」構造 

 ②　地域特性を考慮しない「全国一律」の手法 

 ③　効果検証を伴わない「バラマキ」 

 ④　地域に浸透しない「表面的」施策 

 ⑤　「短期的」な成果を求める施策 

 　この中で木村らは人口減少問題に関して「しか
し、『地方創生』に基づく政策パッケージによっ
て国全体の人口減少・少子高齢化問題を解決でき
るかには検討の余地がある」と述べ、「人口減少
を食い止めるためには、人口移動に起因する社会
減だけではなく、出生率の低下に起因する自然減
も食い止めることが重要となる」と述べている  7） 。
エコノミスト・鈴木雄大郎は、第一期「まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」を総括して、「第一期
では「しごと」に関する施策は概ね計画通りに進
捗したのに対して、東京一極集中の是正など「ひ
と」に関する施策は、現時点では成果が現れてい
ない」と述べている  8） 。「地方創生」戦略には基
本的に人口減少問題への対処方策としては不十分
だといわざるを得ない。 

 　私たちはここで地域の持続可能性を考えるとき
に二つの問題を検討する必要がある。その第一は、
人口減少問題である。この問題は、日本全体に関
わる問題であるが、その影響がより深刻なのは地
方である。 

 　第二の問題として考えなければならないのは、
地域の持続可能性に関する課題である。人口減少
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問題とは別にこの問題も検討すべき重要な課題で
ある。次節で第一の課題について検討したい。 

 ２． 人口減少をめぐる国家行政の
根本的欠落視点 

 　人口減少問題は我が国の重大課題の一つである
ことはだれもが認めることであろう。しかしながら、
その検討と対策が十分であるかと言われれば疑問
符を付けざるを得ない。2003年「少子化社会対策
基本法」が制定され、政府はそれに基づき、2020

年第3次ともいえる「少子化社会対策大綱」を策
定し、様々な支援策を推進している。それらを列
挙すると次のような枠組みで進められている。 

 ・結婚支援 

 ・妊娠・出産への支援 

 ・仕事と子育ての両立支援 

 ・地域・社会による子育て支援 

 ・経済的支援 

 　結婚支援としては、「地方公共団体による総合
的な結婚支援の取り組みに対する支援」策がとら
れ、妊娠・出産への支援としては「不妊治療への
支援」、仕事と子育ての両立支援では、「待機児童
の解消」「男性の育児休業の取得促進」がうたわ
れている。 

 　これらの諸支援は一定の成果を上げることが期
待できる。しかし、残念ながら人口減少問題を抜
本的に解決するには至らないであろう。なぜなら、
これらの諸施策は対症療法としての効果はあって
も、人口減少問題の根本的な解決のための現状分
析が十分行われ、それに対する対策が講じられて
いないからである。 

 　「少子化社会対策大綱」では「少子化の背景」
について次のように述べられている。「少子化の
背景には、経済的不安定さ、出会いの機会の減少、
男女の仕事と子育ての両立の難しさ、家事・育児
の負担が依然として女性に偏っている状況、子育

て中の孤立感や負担感、子育てや教育に関わる費
用負担の重さ、年齢や健康上の理由」などが挙げ
られている  9） 。 

 　この背景の分析と先ほどの施策を見比べると、
背景に対応した十分な施策がとられていないこと
がわかる。「経済的不安定さ」「男女の仕事と子育
ての両立の難しさ」そして「家事・育児の負担が
依然として女性に偏っている状況」はいずれも労
働のあり方に関わる問題である。大綱でも「若い
世代の非正規雇用労働者の未婚率は、特に男性で
正規雇用に比べて顕著に高くなっており、雇用の
安定を図る経済的基盤を確保することが重要であ
る」と述べ、「妻が正規雇用の世帯では3分の1弱
であり、子育て世代の男性は長時間労働者の割合
が高い」と的確な指摘が行われている  10） 。 

 　すでに多くのところで指摘されていることであ
るが、第一に非正規雇用など不安定な雇用形態の
増大、第二に長時間労働の問題、そして第三に賃
金格差の問題が若者世代には重くのしかかってい
る。これらは、「重点課題」の中に次のように位
置づけられている。 

 ・ 若い世代が将来に展望を持てる雇用環境等の整
備（経済的基盤の安定） 

 ・ 働き方改革（働き方改革法に基づく、長時間労
働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形
態に関わらない公正な待遇の確保など）と暮ら
し改革 

 　しかしこれらの重点課題は積極的な是正、改善
の方向に向かっているのだろうか。「働き方改革」
の重要な柱の一つは、長時間労働を減少させるこ
とであるが、劇的な変化には至っていない。 

 　第一の不安定な雇用の問題は、非正規雇用の割
合が2010年34.4％で以降上昇を続け、2019年
38.3％をピークに、その後2020年37.2％、2021

年36.7％と若干減少しているが、以前3分の1以
上の労働者が非正規雇用である。年齢階級別の
パーセンテージ％を見ると15歳から24歳までが
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262万人、全体の12.6％、25歳から34歳までが
237万人、全体の11.4％となっており、非正規雇
用労働者の24％が、若年労働者ということになる。 
 　第二の長時間労働の問題も重要な問題である。
労働政策研究・研修機構の資料によると、近年我
が国の労働時間は減少傾向にあり、1988年時点
の2092時間から、2020年1598時間に減少してい
る。アメリカよりも少ないが、ドイツ1332時間、
イギリス1367時間、フランス1402時間、スウェー
デン1424時間に比較すると依然長い。欧米諸国
はコロナ禍によるロックダウンなどの影響があ
り、2020年の数字が平年ということはなかろう
が、減少したとはいえ、以前には長時間労働国と
いえよう。 

 　次に所定外労働時間、つまり残業時間について
みてみたい。厚労省の「毎月勤労統計」の都道府
県別の労働時間を見ると事業所規模30人以上に
限定してみると、月平均の所定外労働時間数が全
国平均10.9時間であり、都道府県別で最も所定外
労働が多いのは、長崎県の15.2時間、次いで東京
都の12.8時間、神奈川県11.9時間となっている。
事業所規模5人以上で見ると、月平均所定外労働
時間数は全国平均9.2時間となっている。もちろ
ん、この数字が実態を正確に反映しているか疑問
の余地も残る。正確な時間管理ができていない職
場がまだ多数残っている。 

 　長崎県は情報通信業（22.5時間）、運輸業・郵
便業（36.0時間）の所定外労働時間が長いために
トップとなっているが、それを除くと若者労働者
比率の高い東京・神奈川が労働時間が長いことが
わかる。少子化問題の最大の課題は、我が国の長
時間労働体制であるのは明白であろう。しかしな
がら、疲労回復効果をうたった医薬品のCMにお
いて未だ残業後のサラリーマンが描かれている状
況を見ると「長時間労働＝善」という図式が壊れ
ていないといわざるを得ない。「サービス残業」
という言葉、あるいは「過労死」という言葉が未
だ死語となっていない状況の改善こそが、少子化

対策の第一歩であろう。 

 　労働時間の問題は、家庭のあり方、そして出会
いなどとも関係する問題であることを忘れてはな
らない。 

 　第三の賃金格差の問題は、その原因が二つ挙げ
られる。一つには年功型賃金体系による格差の問
題、二つには正規・非正規雇用労働者間の賃金格
差の問題である。厚労省の令和3年賃金構造基本
統計調査によると、20歳から24歳の平均賃金は
213.1万円、25歳から29歳246.2万円、30歳から
34歳275.8万円、35歳から39歳305万円、40歳か
ら44歳328万円、45歳から49歳344.3万円となっ
ており、年功型賃金体系は依然維持されており、
年齢による賃金の格差、若年労働者の賃金の低さ
は、否定できない。 

 　これに加えて、正規・非正規雇用労働者間の賃
金格差が存在する。雇用形態別の賃金格差は歴然
としており、正規雇用を100とした場合の非正規
雇用労働者賃金比率は、20歳代前半で85.1％（183

万円）であるのに対して、20歳代後半81.1％（204.9

万円）、以下73.3％・207万円（30歳代前半）、
67.8％・208.3万円（30歳代後半）、61.7％・210.2

万円（40歳代前半）と格差が拡大している。こ
のような状況では、非正規雇用労働者にとって結
婚し、子供を育てるということは容易でないこと
は明らかであろう。さらに言えば、若者にとって
将来への不安がある場合は、当然容易に結婚を選
択することはできないであろう。労働環境の改善
こそが、少子化対策の土台なのである。 

３ ． 少子化問題において検討され
るべき現代的課題（1） 

 　前節で少子化問題の根本には若者の労働環境の
悪化があり、これの改善なしには少子化問題の根
本的解決には至らないことを指摘した。しかしなが
ら、労働に関わる問題は、必要条件ではあるが、
十分条件といえるかといえば必ずしもそうではない。 



5

文化情報学部紀要，第22巻，2022年

 　今日では、「結婚するのが当たり前」「結婚して
一人前」などという考え方をするものは少数であ
り、結婚するかしないかは個人の選択と考えられ
ている。内閣府の調査でも将来結婚したいかとい
う質問に対して、20歳から49歳の未婚者の4分
の1が結婚するつもりはないと回答している。20

歳代、30歳代でも男性ではそれぞれ20.4％、
18.8％、女性では、14.6％、20.1％と2割近い若
者が結婚を考えていないという状況である。 

 　では、結婚しない理由はどうであろうか。最も
高いのが「適当な相手に巡り合わないから」
57％、次いで「自由で気楽さを失いたくないから」
32.9％、次に「結婚後の生活資金が足りないと思
うから」29.6％、「必要性を感じないから」
28.3％、「結婚資金が足りないから」24.9％と続い
ている。 

 　理由として挙げられているのは、経済的理由、
人生観・結婚観の変化のほかに、出会いの場の問
題が第一であることは、注目に値する。結婚とい
うものが必然ではなく選択である場合、自分の人
生にとってプラスになる相手であると判断できな
ければ、結婚する必要性はない。しかし、それを
見極めるには、相手をよく知ることが必要である。
「適当な相手」であるかどうかは簡単には判断で
きないであろう。 

 　この「出会い」の問題には、日本の長時間労働
も影響していることを忘れてはならない。もちろ
ん、若者の余暇のあり方も考えなければならない
問題である。メディア環境の変化は、リアルな出
会いの場を減少させている可能性がある。相手を
知り、結婚相手と考えるには、バーチャルな出会
いではなく、リアルな出会いが重要である。その
ための環境が整っているのかどうかを、労働時間、
余暇時間、「時間」という視点から考察すること
も必要であろう。 

 　「出会い系サイト」や「マッチングアプリ」な
どが存在し、活用されているということは、それ
だけ「日常的な出会い」、リアルな場での出会い

が希薄であるということの証明なのかもしれない。 
 　そのほか、文化的要因も忘れてはならない。松
本貴文も指摘しているように、農村部と都市部で
は、そのあり方に違いがあると考えられるが、親
密な親子関係が快適で、社会的にも独立を重視し
ない、あるいは社会的重圧の存在しない社会では、
あえて結婚の選択肢を選ぶ必要性がないと考える
若者も多く存在するであろう  11） 。よってパラサイ
トシングルは農村部より、都市部において発生し
ていることが予想される。
　農村部では、特に女性の農業への就労意識が低
いことを忘れてはならない。これは仕事が厳しい
という身体的要因だけではなく、一般的な農業の
将来への不安が背景にあるものと想像される。仕
事を選ぶとき、そして相手を選ぶとき、相手の職
業は当然重要なファクターになる。 

４ ． 少子化問題において検討され
るべき課題（2） 

 　結婚という問題と子供を産み、育てることは別
の課題がある。様々な少子化対策が進められ、子
育て環境の整備が進みつつあるが、見落としてな
らないことは、子育て環境は、経済的要因だけで
はなく、社会的要因を考える必要がある。「安心
できる子育て」環境には、保育所などの施設など
の物的環境だけでなく、地域の人々の人間関係や
地域の社会的環境も含まれる。 

 　都道府県別出生率で沖縄県が第一位であること
は有名であるが、その理由として若年者の婚姻・
出産などの要因のほかに、沖縄社会が「子は宝」
という考え方が根付き、それが実践されているか
らである。移住者に対しても、子供が生まれるこ
とによって、地域社会はその人たちを受け入れる。
子供を地域全体で見守るという、ある意味、農村
的なものであろうが、近所の子供が誰の子供かわ
からない都市的関係にはない社会環境が、多くの
子供を持つことへの安心にもつながっていること
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を忘れてはならない。このような考え、あるいは
感情は、本来日本に伝統的にあった。よって、当
然地方にも深く残っているものである。 

５ ． 地域社会の現状と対応策をめ
ぐって 

 　前節までに地域の持続可能性の前提となる人口
減少問題について論じてきた。日本全体として人
口減少が止まらなければ、当然地域の持続可能性
を図ることはできない。しかしながら、人口減少
への一般的取り組みだけで、地域社会が維持され
ていくわけではない。増田レポートにもあるよう
に、人口減少は確実に地方、そして農村地域から
進行し、中山間地域ではそれがより一層顕著である。 
 　小田切徳美は、中山間地域で次の三つの空洞化
が進んでいると捉える。第一は「人の空洞化」、
第二は「土地の空洞化」、第三は「むらの空洞化」
である  12） 。 

 　第一の「人の空洞化」は、人口減少が、社会減
の状況から自然減の状況へと一歩進んだ状態であ
る。人の空洞化は、当時に地域の空き家問題を生
じさせることとなる。さらに進むと地域に住む住
民自身が、近隣の空き家の所有者さえわからない
状況となる。 

 　第二の「土地の空洞化」は、地域で農業の担い
手が減少するために、農耕地の荒廃が進み、耕作
放棄地も増大し、森林の維持・管理が困難になり
荒廃が進むこととなる。 

 　第三の「むらの空洞化」は、地域の担い手が高
齢化し、同時に不足する状況では、従来維持され
ていた集落の様々な機能を担う人材が不足するた
めに、当然その機能も低下・弱体化することとな
るのである。 

 　これらの空洞化の背景にあるのは、中山間地域
の基幹産業であった農林業の衰退にあることは言
うまでもない。農林業が産業として成立するため
の条件が悪い地域・場所から、競争力を失い、離

農・離村を促進することになる。そして、これら
の空洞化は、「誇りの空洞化」を招くこととなり、
「心の過疎」を生じるのである。 

 〈既存産業の再構築の可能性と限界〉 
 　「人の空洞化」「土地の空洞化」の背景にはそも
そも地域基幹産業の衰退がある。多くの地域・地
方にとって地域基幹産業とは農林業である。農林
業の長期的衰退への対策を個別の農家で対応する
ことには限界がある。一定の効率的な農業が可能
なところでは集落営農などが実施・取り組まれて
いるが、全国各地でこれが可能なわけではない。
またここには後継者問題もある。 

 　ここで考えなければならない問題は、耕作放棄
地の問題である。これまで土地は利用されること
を前提にしてきた。所有されているが、利用され
ない農地の今後のあり方は、所有権と利用権の分
離の問題とも関わる。所有者が不明で、利用もさ
れない土地を私的所有制が前提である我が国で
あっても、どうあるべきかを考える時期に来てい
る。本来、我が国では土地に対して、総有という
考え方があった。土地は資産であるが、その所有
者さえ不明な土地をどうすべきか真剣に考えるな
ければならない。 

 　話は戻るが、地域基幹産業自体を活性化させ、
その収入を増やすことも重要な方策として考えら
れる。第6次産業への取り組みはその例と捉える
ことができる。この課題は、当然個別農家ではで
きるものではない。地域全体の課題として位置づ
ける必要があり、そのための地域マネジメント組
織が不可欠となる。 

 　この課題は容易なものではない。すでに全国で
地産地消、あるいは第6次産業化の取り組みが進
められており、いわば地域間競争となっている。
自らの地域が他地域と異なる特性を導き出し、そ
れを地域産業へと成長させるという困難な課題へ
の取り組みといわざるを得ない。 
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 〈新規産業としての観光への期待〉 
 　近年、我が国の観光立国の取り組みと合わせて、
地方や地域においても観光を地域産業として位置
づけようという動きが活発である。地域の持続可
能性を考えるときに、重要な地域課題の一つであ
る。しかし、観光への取り組みが簡単に地域活性
化と結びつくわけではない。例えば棚田が地域の
観光資源として活用されたとしても、それが地域
の活性化にどの程度結びつくかは不透明な部分が
ある。棚田を見学するだけでは、その地域は単な
る通過点に過ぎない。経済的利益を観光から得よ
うとすることは容易なことではない。重要なポイ
ントは、「観光」を地域の活性化や利益に結び付
ける仕組みを作ることができるかどうかにかかっ
ている。拙稿のタイ国のコミュニティ・ベース・
ツーリズムの研究事例はそのことを明確にしてい
る  13） 。タイ国のメイカンポン村では、コントロー
ルの難しい観光を地域コミュニティ管理・運営し、
観光による利益の一部がコミュニティ全体に配分
される仕組みを作っている。ここでもまた、地域
のマネジメントが重要な役割を果たすのである。 

 　観光を考えるときにもう一つの重要なポイント
は、観光を地方、地域と他地域の人々との「交流」
の機会にできるかどうかである。人と人との「交
流」の中で初めて、地方・地域に目が向けられ、
新たな可能性が生まれる。この「交流」が一時的
なものではなく、リピーターなど恒常的な関係と
なれば都市部と農村部、地方と大都市圏との関係
に変化をもたらすことになる。政府の推奨するテ
レワークはこの延長線上においてはじめて定着す
るのはではなかろうか。さらに、第6次産業化の
中で生まれた産物なども「交流」の中で、購買さ
れるであろう。 

 〈地域経済・再構築のための地域マネジメ
ント組織・地域自治組織の必要性〉 
 　枝廣淳子は、地域経済を考えるうえで「バケツ
漏れ」の視点から地域経済から考えることを提案

している  14） 。つまり、個別の収入が少なくとも、
その地域から流出する資金が少なければ、全体的
に見ると地域経済は健全化できるという考え方で
ある。日本において最大の地域外への支出は、エ
ネルギーである。これは日本全体に言えることで
もある。これへの対策として、木製バイオマス・
小型水力発電などを活用し、特に中山間地域に普
遍的に存在する分散型自然エネルギーによる、脱
石油、脱温暖化戦略とも結びついた再生可能資源
の活用による「バケツ漏れ」の圧縮も一つの方策
であろう。小規模水力発電は、水利権と関わり、
なかなか普及しない。しかし、よく考えれば、ダ
ム建設などと違って、水の流れを完全にせき止め
たりするものではない。 

 　おそらく、水利権に関する法制度の改正が必要
であろうが、小型水力発電は、個人で利用するの
ではなく、地域自治組織がその運営主体となるな
らば、より容易に導入可能であろう。 

 　これらの方策を考えるとき、大事なポイントはこ
の分散型自然エネルギー活用の範域がどの範域で、
だれがそれを主導するかということである。これ
は第6次産業への取り組みと同様の課題である。 

 　このように考えると、既存産業育成であっても
新規産業導入であっても、あるいは「バケツ漏れ」
を少なくする方策であっても、何らかの地域マネ
ジメントをする組織が必要である。そして、その
マネジメントが正当化されるためには、地域自治
組織が構築されている必要なことがわかる。 

６ ． 地域の持続可能性 の前提条
件 ― 必要不可欠な社会的機
能 

 　それでは、地域社会が維持されていくためには、
どのような社会的機能が必要不可欠なものとして
あるのだろうか。内田和浩は、「我がまち」にな
くてはならない「モノ」として、次のような機能
を持つものを上げている  15） 。 



8

米田公則／地域の持続可能性に関する研究のための予備的考察

 ・「教育」（学校・図書館・書店など） 

 ・「医療」（病院・薬局） 

 ・「通信・金融」（郵便局・銀行） 

 ・「商店」（買い物） 

 ・「住民自治の事務局」 

 　この中で地域が持続不可能になる条件として最
も重要なものは「教育」と「医療」であろう。小
学校への通学が困難な地域に子育て世代は住むだ
ろうか。「医療」も同様である。小学校の多くは、
明治期の旧村単位で、地域住民の多くが私財を投
じて建設費としたという歴史がある。おそらくこ
の範域は現代でも意味を持つものとなりうるであ
ろう。 

 　地域の持続可能性を考える最小単位として、こ
の旧自然村が一つの単位と想定される。コミュニ
ティという言葉がどの程度日本で定着したかは疑
問があるが、持続可能性を考えるための単位と位
置づける必要があろう。 

 〈「平成の大合併」がもたらしたもの〉 
 　近年「平成の大合併」後、学校統廃合の問題が
大きな社会問題化している。効率性のみで学校統
廃合を進めれば、小さな合併市町村内部で、地域
間格差が生じる可能性が極めて大きい。短期的に
は効率的であっても、長期的に見れば地域の衰退
をつながる要因となることを忘れてはならない。 

 　「平成の大合併」の功罪はほかにもある。これ
まで行政の目配り機能が働いていた地域に対し
て、広域化のための身近な行政機関の喪失ととも
にその機能が不全化するという事態が各地で生じ
ていることも看過してはならない  15） 。 

 　合併による広域化は、地方分権の流れと相反す
る動きである。合併によりこれまで自ら地方行政
を行っていた単位が拡大することにより、当然決
定権もより広域、あるいは他所へ移動することに
なる。地域を管理する行政単位の拡大は、地域マ
ネジメント機能の弱体化につながることにもなり

かねない。 

 　私たちは、地域社会が再生産されていくために
必要な「パブリック・ミニマム」という発想が必
要性であり、若者・子育て世代が安心して生活で
きる地域社会の維持が重要な前提条件となるので
ある。 

７ ．定住自立圏構想をめぐって 

 　政府の定住自立圏構想は、大幅な人口減少と高
齢化が見込まれる地方圏において、安心して暮ら
せる地域を形成し、それによって地方圏から三大
都市圏への人口流出を食い止め、地方圏への人の
流れを創出することを目的としており、増田レ
ポートで指摘された地方活性化のための「若者に
魅力ある地域拠点都市」形成のための取り組みと
みることができる。 

 　定住自立圏構想が平成20年制定されて以来、
平成21年には16市が中心市を宣言し、翌22年に
は宣言市53市、協定締結圏域数30圏域から始ま
り、令和4年11月現在、中心市宣言としている市
は140に上り、定住自立圏として130圏域が定住
自立圏形成協定の提携あるいは方針の作成を行
い、ビジョン策定圏域数は、130市に上っている。 

 　定住自立圏に取り組む市町村には包括的財政措
置や外部人材の活用経費支援、地方医療確保経費
支援など特別交付税による支援や地方債、各省に
よる支援などが行われ、定住自立圏形成のための
取り組みを支援している。圏域には、①生活機能
の強化、②結びつきやネットワークの強化、③圏
域マネジメント能力の強化が求められ、それに
よって地方圏における定住の受け皿を形成するこ
とが期待されている。 

 　生活機能の強化には、具体的事項として、医療、
福祉、教育、土地利用、産業振興、環境、防災な
どが想定されており、ネットワーク強化には、地
域公共交通、ICTインフラ整備、交通インフラ整
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備、地産地消、交流・移住促進などが想定され、
圏域マネジメント能力強化には、中心市党におけ
る人材育成、外部からの人材確保、市町村職員の
交流などが想定されている。 

 　多くの定住自立圏のうち最も早く定住自立圏形
成協定を結んだ飯田市を中心とする南信州定住自
立圏を見てみよう。南信州定住自立圏は、人口約
10万人の飯田市を中心に近隣13町村（近隣人口
約6万人）、合計14市町村で結ばれている協定で
あり、おそらく最も成功している定住自立圏の一
つであろう。この南信州定住自立圏域は、文化圏
としても共通性の高い地域で南信州広域連合が存
在し、ごみ処理や消防、し尿処理など、広域連合
行政が進められていた。その意味であまり違和感
なく定住自立圏構想が受け入れられたのであろう。 
 　飯田市は南信州定住自立圏としての取り組みと
して「医療」（飯田下伊奈診療情報連携システム）、
「福祉」（病児・病後児保育）、「産業振興」（南信州・
飯田産業センター）、「教育・文化」（図書館ネッ
トワークシステム）、「情報インフラ」（安全・安
心メール配信システム）と、広域連合の取り組み
を一体化して地域づくりに取り組んでいる。 

 　南信州定住自立圏内の市町村の特徴の一つは、
平成の大合併の動きの中でも一部地域が町村合併
をしたのみで（18市町村から14市町村へ）大規
模な合併が行われなかった点にある。これは飯田
市以外の町村が自分たちの町村を自分たちで活性
化させるという意気込みの表れなのかもしれな
い。定住自立圏においても各町村が飯田市と連携
することによって様々な恩恵を受けつつも、同時
に自分たちの町村について責任を持つ体制となっ
ているとみることができる。 

 〈定住自立圏構想は「地域の持続可能性」
を保証するのか〉 
 　それでは定住自立圏構想は、先に見た「地域の
持続可能性」を保証するものであろうか。第一に
注目しなければならないのは、定住自立圏構想は、

旧来の市町村を広域的な圏域とするのに対して、
「地域の持続可能性」で検討した範域は、逆に市
町村内においてより小規模な範囲、旧自然村程度
の範域を想定している。この範域が地域マネジメ
ント可能な範域と考えるからである。よって、地
域の持続可能性は、定住自立圏の範域で様々な効
率性と効果により、持続可能性を模索するレベル
と、より小規模な範囲で、地域マネジメントをし
ながら、持続可能性を模索するレベルがあること
になる。 

 　後者の範囲での持続可能性が模索されなけれ
ば、定住自立圏の内部に持続不可能な場所が生ま
れ、いわば虫食い状態になることが予想される。
政府の進める定住自立圏は、一つの特色として広
域的な範囲でより効率的な行政を進める方策であ
り、同時に「自治体間競争」を促し、定住自立圏
に立ち上がった地域・地方とそうではないところ
との格差を是認するものでもある。 

 　南信州定住自立圏はその点で、一つの有効な方
策を持っている。飯田市は、地域の拠点として公
民館を配置し、そこに市職員を配置し、日常的な
地域マネジメントを行い、行政に反映させる仕組
みを持っている。周辺町村も、小規模であり、地
域マネジメントが働きやすい環境がある。南信州
定住自立圏の成功の背景には、このような地域の
あり方が影響しているのかもしれない。 

８ ． 地域の持続可能性のために検
討すべき課題 

 　地域の持続可能性を検討するとき、最も基本と
なるのは、必要不可欠な社会的機能が、地域に存
在しているかどうかである。人々の日常的な生活
の範域にそれが存在しなければ確実に過疎化が進
む。これを効率性の名の下で広域化することは長
期的に見るならば、縮小を促進することになる。
もちろん、社会的機能によって求められる範域は
異なるが、小学生が通学する＝移動する範域をそ
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の最小のものとなろう。この範域を基盤に社会的
機能の持続可能性が検討されなければならない。 

 　第二の課題は、地域の持続可能性を考える地域
マネジメントが地域住民でできるかどうかであ
る。明確な地域マネジメント組織、あるいは地域
自治組織が一つの理想であろう。町村合併後に旧
町単位で新たな自立的活動を展開している事例も
ある。飯田市のように、公民館を柱に地域マネジ
メントを行っている市町村もあろう。新たな地域
運営のネットワーク形成が必要なところもあろ
う。組織化がされているのかどうか、どのような
組織であるのか、どのような活動内容であるのか、
住民参加の実態が地域の持続可能性を考えるうえ
で重要な課題の一つなのである。 

 　第三の課題は、地域の持続可能性のために、外
部との「交流」をどのように進めようとしている
かである。今日、地方・地域で独立して持続可能
であるところなどほとんどない。人材であるか、
観光であるか、あるいは知恵であるか、その内容
は様々であるが、外部との交流で獲得しなければ
ならない。そのためには地域をマネジメントする
ための地域の結束は必要であるが同時に、外部と
の「交流」にも積極的でなければならない。地域
おこし協力隊や地域支援員の活用も一つの方法で
あろう。しかしこれも「交流」という前提のもと
に初めて意味を持つことを忘れてはならない。 

 　さらにこの「交流」はすでに地方・地域から離
れた人々との「交流」の維持も含まれる。教育機
能の大都市集中、仕事の場＝企業の大都市集中は
容易に改善されない。そのため、自らの住みなれ
た地方・地域を離れなければならない者は多い。
しかし人間にとって自分の故郷は重要な意味を持
つ。新たな「交流」だけでなく、再「交流」ある
いは「交流」継続もまた、その後の可能性を切り
開くことになるのである。ソーシャルメディアの
発達した時代だからこそ、新たな可能性が開けて
いることを忘れてはならない。 

 おわりに 

 　地域の持続可能性を考えるとき、まず「地域」
とはどの範囲を指すのかという難問が提示され
る。地域とは自然にあるものではなく、人間と場
所との関係性の中で生まれる範域のことである。
よって地域とは、そこに住む人々が持続可能であ
る範域、それを可能にする範域ということになる。
上記の三つの課題を踏まえながら、どの範囲を想
定し、どの範囲で人々が持続可能な機能を維持で
きるのか、それが可能な合理的範域はどの領域な
のか、自分たちが地域、コミュニティを形成ある
いは維持、マネジメントできる範囲はどこなのか
が全国津々浦々で、問われているともいえよう。 
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